
                                                                     

 

 

 

 【書類名】     ひな形又は見本補足書 

  【提出日】          令和  年  月  日 

 【あて先】          特許庁長官  殿 

 【事件の表示】 

   【出願番号】  意願    － 

 【補足をする者】 

   【識別番号】 

   【住所又は居所】 

   【氏名又は名称】 

   (【代表者】)                 

 【補足対象書類名】 

 【補足の内容】  （提出する書類名を記載します。） 

 【提出物件の目録】 

   【物件名】 

 

（注）出願をオンラインにより行い、意匠法第６条第２項の規定に基づき図面に代えて「ひな形又は見本」

を提出する場合はオンライン出願をした日に「ひな形又は見本補足書」により提出しなければならないこと

とされています。この場合、郵便法の適用を受ける通常郵便物により提出してください。 

 平成１９年１０月１日から改正郵便法の施行により、「小包」（ゆうパック等）が郵便物に該当しなくなっ

たことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日となります。

従って、「ひな形又は見本」を「小包」により提出した場合は、意匠登録出願の出願日と「ひな形又は見本」

の提出日（特許庁到達日）が同日ではなくなるため、当該意匠登録出願は、不適法な手続として出願却下とな

ります。 

（注）法人の場合は、【代表者】の欄を設けて、代表者氏名を記載します。個人の場合は、【代表者】欄は削

除します。 

 

様式見本 


